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空気調和機器更新工事

◎ 更 新 工 事 ①

◎ 更新工事①（告示日後）

◎ 更 新 工 事 ②

補助制度と手続きの「手引き」

（独）空港周辺整備機構 大阪国際空港事業本部では大阪国際空港の周辺地

域において、国が定めた航空機騒音の著しい地域 （第一種区域）内に建ってい

る住宅とその住人の方々に対して、区域指定日等に応じて、 騒音障害を軽減す

るための防音工事やエアコン等空調機設置などの費用、設置したエアコン等空

調機器の故障等に伴う更新費用の補助を行っております。

この手引きは、更新工事の補助制度にかかる、平成２２年４月に改正となっ

た制度内容をお知らせし、補助金の交付手続きを説明したものですので、内容

をお読みになり、ご理解くださるようにお願いいたします。

なお、ご不明の点がございましたら、以下の問い合せ先にお尋ね下さい。

【 問 い 合 わ せ 先 】

（独）空港周辺整備機構 大阪国際空港事業本部 事業部 民家防音課

〒563-0034 大阪府池田市空港２丁目２番５号 （空港施設大阪綜合ビル内）

☎ 06-6843-1623 FAX 06-6843-1401
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【１】 更新工事補助制度の要点について

※「手引き」の中で、基本的な部分や特に重要な部分を抜き出しています。

◎この制度は、住宅騒音防止工事で設置した空調機器を皆様が新しい空調機器

に取り替える際、事前に助成を申込むことにより、更新工事にかかった費用の

一部を国等が補助する制度です。

あくまで、皆様が取り替える空調機器ですので、設置後の維持管理は居住者

（賃貸住宅の場合は借家人と家主）で行っていただくことになります。

１．補助の対象となる機器は、住宅騒音防止工事で設置後、「10 年以上経過」し、「所

要の機能が低下した」空調機器です。

※【３】（ア）（４頁）をお読みください。

２．申込者は、空調機器の「所要の機能が低下していること」について、「空調機故

障状況報告」で故障状況を確認し、報告していただく必要があります。

（申込書裏面に記入欄があります。）

※【３】（ア）（４頁）をお読みください。

３．補助の対象となる室数は、居住人数によって制限されます。

※工事対象室数は「居住人数＋1 室」までです。

※エアコン更新台数は「居住人数」と同じ台数までです。

ただし、防音工事を行った室数及び空調機器設置台数が上限となります。

※【３】（イ）（４頁）をお読みください。

４．エアコンのみの取り替えは可能ですが、換気扇類のみの取り替えはできません。

※【３】（イ）（４頁）をお読みください。

５．賃貸住宅の場合は、「更新工事助成申込書」に家主と借家人双方の署名・捺印が

必要です。

※【６】１（８頁）をお読みください。

６．補助を受けて設置したエアコンの所有権、管理責任、権利等は申込者にあります。

賃貸住宅の場合は、申込者が家主、借家人どちらの場合でも、家主と借家人の間

で協議して決めてもらい、その「確約書」を提出していただきます。

※【７】（ア）（１０頁）をお読みください。
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７． 賃貸住宅の場合、補助を受けて設置したエアコンは、借家人が転出する際に、持ち出す

ことはできません。

※【７】（イ）（１０頁）をお読みください。

８． 「生活保護世帯」「支援給付受給世帯」の場合、又、お住まいの市によって、住民負担

額の助成制度があります。

更新工事の申込の際に受付窓口でご相談ください。

※支援給付とは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」

に基づく支援給付をいいます。

※【５】（ウ）（８頁）をお読みください。

９． 空調機器更新工事費用の補助を受けるにあたり、提出していただく書類が数多くあり、

申込者の皆様にはお手数をおかけしますが、国土交通省の規則に沿って事業を進めるた

め必要なものですので、作成・提出にご協力をお願いします。

※【６】（８～９頁）をお読みください。

【２】 住宅騒音防止工事補助制度とは

国が定めた航空機騒音が著しい地域（第 1 種区域）内に建っている

住宅の持ち主や、その住宅にお住まいの方が騒音障害を軽減するため

の工事を行う場合に、その工事費用の一部を補助する制度です。

（ア） 住宅騒音防止工事補助制度の対象住宅

◎住宅騒音防止工事は、第 1 種区域内に昭和 57 年３月 30 日以前に建てられた住宅が

対象となります。

大阪空港周辺では、昭和４９年から昭和５７年の間で、4 度にわたり国によって区域拡張指定の告示が

なされました。その後、低騒音航空機の導入等により平成１０年と平成２１年に対象区域の一部を解除す

るに至りました。

そのため、第 1 種区域が最大となった区域指定告示日（昭和 57 年 3 月 30 日）以前に建てられた住

宅が補助制度の対象となります。
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（イ） 住宅騒音防止工事の種類

○防音措置を施すための工事

区域指定が徐々に拡大されたことから、住宅の所在地と建てられた日によって次の二つに

区分されます。

〔防音工事〕

下表①から④のそれぞれの区域内にそれぞれの区域指定告示日以前に建てられた住宅が対象。

〔告示日後防音工事〕

下表①から③のそれぞれの区域内にそれぞれの区域指定告示日の翌日から昭和 57 年 3 月 30

日の区域指定告示日以前に建てられた住宅が対象。

＜第１種区域指定告示日と「防音工事」、「告示日後防音工事」の関係＞

◎ 住 宅 の 建 築 年 月 日

①昭和４９年３月２８日

②昭和５２年４月 ２日

③昭和５４年７月１０日

④昭和５７年３月３０日

▼ ▼

建築年月日
住宅の所在
する区域の指定告示日

告示日後防音工事

防音工事 告示日後防音工事 対
象
外

◎
告
示
日

防音工事

告示日後
防音工事

防音工事

防音工事

S49.3.28告示 S52.4.2告示 S54.7.10告示 S57.3.30告示

▼ ▼

※この手引きは、「更新工事の費用の補助」を受ける方のために作成しています。
「防音工事」「告示日後防音工事」について詳しく知りたい方は、別途お問い合わせください。

○空調機器を新しく取り替える工事

次の二つに区分されます。

〔更新工事①〕

防音工事で設置した空調機器を新しく取り替える工事

〔更新工事②〕

更新工事①で設置した空調機器を新しく取り替える工事

住宅騒音防止工事

防音工事 更新工事

告示日後
防音工事

更新工事①
(告示日後)

１０年以上

防音工事
更新工事① 更新工事②

１０年以上

１０年以上

※「更新工事」の補助を受けるためには、国の定めた条件を満たす必要があります。

詳しくは、【３】以下に記載しています。
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【３】 更新工事費用補助の条件と制限について

（ア）補助の条件

Ⅰ 【更新工事①】

防音工事で設置された空調機器で、設置後機構が実施した完了検査日から起算して 10 年

以上経過し、所要の機能が失われていること。

Ⅱ 【更新工事①（告示日後）】

告示日後防音工事で設置された空調機器で、設置後機構が実施した完了検査日から起算し

て 10 年以上経過し、所要の機能が失われていること。

Ⅲ 【更新工事②】

更新工事①で設置された空調機器で、設置後機構が実施した完了検査日から起算して 10

年以上経過し、所要の機能が失われていること。

※次の場合も、更新工事の補助の対象になります。

（前回の工事から 10 年以上経過していることは必要。）

① 防音工事や更新工事の実施後、機能が失われたため撤去してしまったり、あるいは自

己の負担で取り替えた機器を取り替える場合。

② 防音工事の際、代用機として使用していた既存の機器を取り替える場合。

③ 防音工事施工後に老朽化等の理由で建替を行った住宅についても、国の定めた条件を

満たしていれば、補助が受けられます。（建替住宅については、条件が細かく規定さ

れているので、対象かどうかは機構にお尋ねください。）

※「所要の機能が失われていること」については、申込者の皆様に故障状況を確認してい

ただき、「空調機故障状況報告」を提出していただく必要があります。

（イ）補助の制限

Ⅰ 居住人数による制限

居住人数によって、室数等に制限があります。

防音工事を行った室数・台数以内で居住人数に応じた室数に設置されている機器が対象。

工事対象室 ２室まで ３室まで ４室まで ５室まで
居 住 人 数 1人 ２人 ３人 ４人以上

ｴｱｺﾝ更新台数 1台まで 2台まで 3台まで 4台まで
換気扇更新台数 ２台まで ３台まで ４台まで ５台まで

防音工事を行った室数・空調機器を上限に、居住人数に応じて空調機器を取り替えでき

る室数が制限されます。なお、エアコンについては、居住人数の台数までとなります。

Ⅱ その他の制限

① 空調機器の取替工事は、防音工事を行った居室以外へはできません。

② エアコンのみの取替は可能ですが、換気扇類のみの取替はできません。

③ 対象は、住居として使用している部屋に設置してあるエアコンですので、空き家や

賃貸住宅の空き室、事務所、店舗等には設置できません。

④ 住居であっても、専用調理室（台所）、区画された玄関、浴室等、居室でない場所へ

の設置はできません。
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【４】 新しく設置する機器の選び方について

更新工事の対象となる空調機器は、エアコンと換気扇類です。一度の

申込でエアコン、換気扇共更新ができます。

エアコンのみの更新は可能ですが、換気扇のみの更新はできません。

（換気扇単独での申込はしないでください。）

（ア） エアコン選びの条件

○セパレート型空気熱源ヒートポンプ式エアコンの 1 対１方式

（汎用の室内機壁掛型・冷暖房ルームエアコン・新品）

2010 年省エネ基準達成（１００％以上）の機種。

○補助ができるエアコンの冷房能力は、建物の構造、部屋の面積により、下表のとおり区

分されています。

（暖房能力は参考値）

4.5畳程度 8.0畳程度

機 器 能 力適 用 空 調 面 積

冷 房 暖 房木 造 Ｒ Ｃ 造

部 屋 の 広 さ の 目 安

木 造 Ｒ Ｃ 造

２．５ＫＷ ２．５ＫＷ１２．１７㎡まで １６．２９㎡まで

２．２ＫＷ ２．２ＫＷ８．９０㎡まで １３．３３㎡まで

３．６ＫＷ ４．２ＫＷ１８．４２㎡まで ２３．１１㎡まで

２．８ＫＷ ３．２ＫＷ１５．１６㎡まで １９．２２㎡まで

6.0畳程度 9.5畳程度

8.0畳程度 11.5畳程度

10.0畳程度 13.5畳程度

○申込者の希望により、補助できる冷房能力より大きい能力のエアコンを設置することは

できますが補助金は本来補助ができる能力に基づいて算定します。

また、補助できる冷房能力より小さい能力のエアコンを設置することもできます。その

場合は実際設置した機器の冷房能力に基づき補助金を算定します。ただし、能力の下限

は 2．2KW とします。

（イ） 換気扇選びの条件

○居室の換気扇

給排気量 ・２５㎥ ／ｈ以上 騒音値 ・４５ｄｂ以下 単相１００Ｖ

換気扇の設置形状は、基本的に既設機器と同型形状で更新する（壁置型は壁掛型に相当

するものとします）ことを基本としますが、著しく工事範囲が大きくなる場合には、も

っとも施工が容易になると思われる形状（埋込型を壁掛型に、天井型を壁掛型に、等）

で更新してください。埋込型で設置した場合でも、補助金は壁掛型の基準額で算定され

ます。

既設機器の型式が熱交換型の場合には、強制給排気型に変更し更新を行ってください。

熱交換型を設置した場合でも、補助金は強制給排気型の基準額で算定されます。

○台所レンジ用換気扇

形状 ・浅型、深型、プロペラ扇 排気量 ・５５０㎥ ／ｈ以上

２段切替、手動、単相１００Ｖ
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（ウ） 工事の補助金算定について

更新工事は既設空調機器を撤去し同じ場所に新しい空調機器の設置を行う工事です。

本制度では、国が更新に係る標準的な工事（標準工事）と標準以外の工事（付帯工事）

の内容、及びそれらに要する工事金額を定めて、補助金算定の基準としています。

標準工事

Ⅰ エアコン更新にかかる標準工事は以下の内容です。これらの工事は、家電量販店等が

行う一般的な工事と同等の内容となっています。

・既設エアコンと冷媒配管の撤去、処分等（リサイクル料含む）

・新しいエアコン本体及び冷媒配管等付属材料

・室内機設置、冷媒配管工事（長さは４ｍ以下）

・室外機設置（地面、ベランダ等の床及び木造建物の外壁に壁掛設置するもの）

Ⅱ 居室の換気扇更新にかかる標準工事は以下の内容です。

・既設換気扇、ウェザーカバーの撤去、処分等

・新しい換気扇（強制給排気式壁掛け型）本体及び付属材料

・換気扇設置、ウェザーカバーの設置

Ⅲ レンジ用換気扇更新にかかる標準工事は以下の内容です。

・既設レンジ用換気扇、ウェザーカバーの撤去、処分等

・新しいレンジ用換気扇本体及び付属材料

・レンジ用換気扇設置、ウェザーカバーの設置

付帯工事

Ⅰ エアコン更新にかかる標準工事以外の工事は以下の内容です。

・冷媒配管は４ｍを超える場合。

・室外機の設置形式が屋根置き、天吊り、2 段置き、ＲＣ造壁掛け型のいずれかの場

合。

・室外機の設置、冷媒配管工事において仮設足場または高所作業車を使用した場合。

・既設マルチ型エアコンであった場合で、更新に際し電源回路を増設した場合。

特殊な更新事例

更新工事では、撤去後同じ場所に設置することが基本ですが、次のような事例も認めて

います。

Ⅰ 同一住宅内の防音工事室であればエアコンの設置室を変更できます。

この場合エアコンの冷房能力は、元の設置室と変更後の設置室のいずれか小さい方の

室面積を基に決定します。

Ⅱ 騒音防止工事実施後、リフォーム等を行いエアコン設置室の間取り変更を行った場合

でも継続して更新工事の補助を受けることが出来ます。

この場合エアコンの冷房能力は、元の室面積と間取り変更後の室面積のいずれか小さ

い方の室面積を基に決定します。
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（エ） 補助の対象とならない工事

補助の対象とならない工事にかかる費用は全額ご本人で負担していただきます。

補助の対象とならない工事の例

・冷媒配管の化粧カバー設置工事

・スリーブ穴開口工事

・空調機器撤去跡の壁、天井等の補修工事

・防音工事室以外への空調機器設置工事

・空調機器の撤去のみを行う工事

・サッシや玄関チャイム等の空調機器以外の更新工事

・申込者が更新工事に要した通信費、事務費、交通費等の経費

※ご不明な点は工事前にあらかじめお問い合わせ下さい。

【５】 更新工事費用の補助額について

更新工事の補助額は、更新工事に要した額から国及び地方公共団体が定め

る方法により算出した額となります。

補助の割合は、更新工事①・更新工事①（告示日後）・更新工事②ごとに

異なります。また、エアコンと換気扇でも割合が異なります。

基準額までは一定の割合で補助されますが、基準額を超える工事額になる

と基準額を超える金額については、補助の対象となりません。

（ア） 補助の負担割合

標準工事における更新工事の国及び地方公共団体からの補助の割合は次のとおりです。

○エアコン更新標準工事における補助割合

更新区分 基準額を超える場合 基準額以下の場合

更新工事① 基準額の７０％ 工事額の７０％

更新工事①（告示日後） 基準額の６５％ 工事額の６５％

更新工事② 基準額の６５％ 工事額の６５％

○換気設備更新標準工事における補助割合

更新区分 基準額を超える場合 基準額以下の場合

更新工事全て 基準額の５０％ 工事額の５０％

※基準額は毎年国が別途設定します。
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（イ） 基準額及び付帯工事額

標準工事に要する国が定める工事金額を「基準額」、付帯工事に要する国が定める工事

金額を「付帯工事額」と呼びます。

これらの額を基に、補助率を乗じて補助金額の算定にあたります。

基準額、付帯工事額を超える工事額については、補助の対象となりません。

（ウ） 住民負担額の補助制度について

Ⅰ 生活保護世帯の場合

国と地方公共団体が住民負担額を補助します。（生活保護受給証明書の提出が必要）

申請者の都合で行う補助対象以外の工事や、機種のグレードアップなど基準額を超え

た場合には、申込者の負担となります。（Ⅱも同様）

Ⅱ 支援給付受給世帯の場合

国と地方公共団体が住民負担額を補助します。（本人確認証の写し、又は受給者である

ことを証明する公的書類の提出が必要）

※支援給付とは「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」

に基づく支援給付をいう。

（エ） 住民負担額の助成制度について

各市が独自で、一部、住民負担額を助成する制度があります。

更新工事申込の際に市（区）の窓口でご確認ください。

【６】 更新工事費用の補助の手続について

１． 更新工事費用補助の申込

更新工事の費用補助を希望される方は、設置工事をする前に更新工事の費用補助申込をし、

機構の審査を受けなければなりません。

申込は、建物所在地の市（区）の窓口及び空港周辺整備機構で受け付けます。

※申込書は裏表もれなく記入してください。

・申込にかかる確約事項（表面左下）

・更新しようとする機器の設置箇所が記載された「間取図」（表面右）

・空調機器故障状況報告（裏面右）

・借家の場合は、家屋所有者・居住者双方の署名捺印が必要です。（裏面左）

※生活保護世帯・支援給付受給世帯の方が申込をされる場合は、受給していることがわかる

公的証明書等が必要です。
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２． 審査結果通知

機構は更新しようとする機器が補助の対象となるか、内容の審査を行い、審査結果通知書を

申込者へ郵送します。

※この審査結果通知で認定されれば、空調機器の更新工事を行うことができます。

３． 更新工事の実施

更新工事は、申込者ご自身が自由に選定した電気店等と直接購入・設置工事の契約を行っ

ていただきます。申込者は、契約に基づき工事が実施され、完了したことをご自身で確認し

てください。代金の支払いもご自身でお済ませください。

契約について、機構は一切関与いたしません。

※生活保護世帯や援給付受給世帯につきましては、上記の方法とは異なりますので、更新工

事の詳しい実施方法は直接機構へお問い合わせください。

４． 補助金交付申請

申込者は、工事完了後に補助金交付申請を行います。その際に必要な申請書類等は、審査結

果通知に同封して郵送しますので、記載方法等を参考に作成し、機構に郵送いただくか市（区）

の窓口へ提出してください。

補助金の交付申請に必要な書類は下記のとおりです。

・補助金交付申請書

・世帯全員の住民票（３ヶ月以内に発行されたもの）

・撤去及び設置箇所を記載した間取図

・工事前後の写真 ・機器保証書（写） ・リサイクル券（写）

・領収書 領収書の金額が代金の一部（代金の２割以上の支払いが必要）の場合は、代金

の全額がわかる請求書等。ローン契約書の写しも可。

・工事の内訳書 申請の空調機器が複数台ある場合や、エアコン設置工事に際して別に定

める付帯工事がある方。

・工事完了届

５． 交付決定及び確定

機構は、補助金交付申請の内容を審査し、補助金の交付を決定するとともに額を確定し、申

請者に補助金交付決定及び確定通知書を郵送します。

６． 補助金の請求

申込者は、補助金交付決定及び確定通知書を受け取ったら、補助金請求及び振込依頼書を作

成し、機構に郵送もしくは持参し提出してください。その際、指定する口座の通帳またはキャ

ッシュカードのコピー（口座番号・名義等が確認できるもの）も併せて提出してください。

この書類を提出していただくことで、補助金交付に必要な全ての手続きが終了し、補助金が

振り込まれますので、できるだけ早急に提出してください。

７． 補助金の交付時期及び支払い

機構は、補助金交付決定後に国・地方公共団体あてに補助金交付請求を行い、それぞれの入

金を待って申込者が指定する口座へ振り込みます。
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【７】 補助を受けて設置した空調機器の管理について

（ア）空調機器の所有、管理責任、権利について

更新工事費用補助制度は、あくまで空調機器の取替費用の補助です。

従って、申込者の責任において購入設置された空調機器ですので、（補助を受けずに、

普通に電気店等で空調機器を購入した場合と同様に）空調機器の所有権、管理責任は申

請者または家屋所有者にあります。

ただし、賃貸住宅の場合は、申込者が家主、借家人どちらの場合も、機器の所有権、管

理責任、権利義務等について、家主と借家人の間で協議して決めてもらい、その「確約

書」を提出していただいています。

（イ）転居や住宅建替時の権利について

更新工事で助成を受け設置した空調機器は、当該住宅の付属物となりますので、賃貸住

宅の場合、借家人が転出される時には、撤去せずにそのまま家屋所有者に引き渡してく

ださい。

自己所有者が家を売却するなどして転出される場合も同様です。

住宅を建て替えた場合でも、「老朽化」や「公共事業」など、やむを得ない理由があり、

建て替え前後で継続して居住しているなどの条件を満たしていれば、空調機器を取り替

えできる権利は継続します。（国において条件が定められていますので、詳しくは空港周

辺整備機構にお尋ねください。）

（ウ）空調機器が故障した場合の修理費用について

更新工事で設置した空調機器の修理は、（ア）に記載しているように、所有権や管理責

任は申込者にあります（賃貸住宅の場合は家主と借家人の協議によります。）ので、空

調機器の修理費用は、通常の購入と同様、自己負担となります。

修理の依頼は、工事業者、最寄りの電気店、メーカーサービスセンターに直接依頼して

下さい。

（エ）補助を受けた空調機器の目的外の使用禁止について

更新工事で設置した空調機器は、譲渡、交換、貸付、担保等目的外に使用することはで

きません。
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【８】 各窓口所在地及び連絡先

窓 口 名 住 所 電 話 番 号

大阪市役所 （06）

6615-7941

淀川区役所 （06）

保健福祉センター 6308-9882

池田市役所 （072）

空港・総務課 754-6260

豊中市役所 （06）

6858-2111

伊丹市役所 （072）

空港室 空港政策課 784-8057

川西市役所 （072）

市街地・空港周辺整備課 740-1213

「手引き」についての問い合わせ先

(独)空港周辺整備機構 〒 563-0034 池田市空港2-2-5 （06）

民家防音課 空港施設大阪綜合ﾋﾞﾙ内

空港室

6843-1623

内容

大阪市住之江区南港北
１－１４－１６ WTC３６階

問
合環境規制担当

大阪市淀川区十三東２－３－３
申
請

受
付

池田市城南１－１－１ 問
い
合
わ
せ
・
申
請
受
付

豊中市中桜塚３－１－１

伊丹市千僧１－１

川西市中央町１２－１


